
設置者個人 必要書類 町

低炭素まちづくり推進設備等導入事業費補助制度フローチャート

補助金交付申請

※当該年度の２月末日までに

提出すること。

受付（先着順）

書類・審査

交付決定

受付及び確認

受付及び確認

低炭素まちづくり推進設備の設置・電
力受給契約・運転開始

実績報告

※補助事業が完了した日から３０
日以内または当該年度の３月２３
日のいずれか早い日までに提出す
ること。

受付、書類審査
現地調査

補助金の支払い

受領

補助金の交付請求

○交付申請書（様式第１号）
・補助対象の設備等に関する概要書
・交付申請額計算書
・補助対象経費の内容がわかる契約
書又は見積書の写し
・承諾書（申請者と建物の所有者が
異なる場合）
・町税の滞納がないことを証明する
書類
・案内図及び設備配置図（車庫の位
置）
・手続代行者調書（事務手続きを代
行させる場合
・太陽光発電にあっっては、太陽光
発電設備に係る図面
・確約書（町外から転入する場合）

○交付決定通知書

○変更承認申請書
（様式第３号）
・変更内容概要書
・交付申請額計算書
・変更契約書の写し

○中止承認申請書
（様式第４号）

○補助金確定通知書
（様式第７号）

○補助金交付請求書
（様式第８号）

○実績報告書（様式第６号）
・補助対象の設備等に関する概要書
・交付額計算書
・需給契約書の写し（太陽光発電）
・メーカー発行の保証書の写し
（製造番号が確認できること）
（電気自動車、電気自動車充電等設

備にあっては自動車検査証の写し）
・補助事業実施に係る領収書の写し
・補助事業に実施状況を示す写真
（電気自動車にあってはナンバー
プレートが確認できるもの）

・住民票（町外から転入する場合）

計画を中止する場合

事業着手

※６ヶ月以内または当該年
度の３月２３日のいずれか
早い日までに、工事完了ま
たは建売住宅の引渡しを受
けること。

事業を変更する場合

○変更等承認通知書
（様式第５号）

○変更等承認通知書
（様式第５号）

補助金額確定


